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様式第１号（第５条関係） 

会議概要 

会 議 の 名 称  
第８回健康づくり推進会議 

第８回久喜市食育推進会議 

開 催 年 月 日  平成２９年１月１１日（水） 

開始・終了時刻  午後１時１５分から午後３時１５分 

開 催 場 所 鷲宮総合支所４階 第４０５、４０６、４０７会議室 

議 長 氏 名 小松智子 

出 席 委 員 氏 名 

市川秀一郎、岩部正彦、齋藤和恵、玉置政美、前田昭信、新井克典、 

渡辺和泉、池上栄一、羽柴直子、小山博子、笠巻敬、平井よし子、 

大室与五郎、田村俊一、小松智子 

新井和江、鈴木敬一、野田恵子、山田實、染谷和美、折原憲司、 

髙木学、上岡斉、根本昌子、塚越敏夫、杉田孝行、島野弘子、宮内智、 

野原宏 

欠 席 委 員 氏 名 
玉川達夫、峯義夫、新井千鶴子、福田武夫、澤妙子 

濵田亜砂子、平塚修子、岡田竜一、高瀬由美、齋藤勝義 

説 明者の 職氏 名  真坂健康医療課長 

事務局職員職氏名  

立川健康増進部長、小林健康増進部副部長、真坂健康医療課長、 

小沢課長補佐兼係長、小澤担当主査、齋藤栄養士 

（関係課：野口中央保健センター所長） 

会 議 次 第 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議 題 

（仮称）第２次久喜市健康増進・食育推進計画（案）について 

４ その他 

５ 閉 会 

配 布 資 料 
・第８回久喜市食育推進会議次第 

・資料１（仮称）久喜市健康増進・食育推進計画（案） 

会議の公開又は非公開 公開 

傍 聴 人 数 １人 
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様式第２号（第５条関係） 

審議会等会議録 

発 言 者 会議のてん末・概要 

 

司会(真坂課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会(真坂課長) 

 

 

 

 

 

小松会長 

 

１ 開会 

皆様、こんにちは。 

本日は大変お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございま

す。定刻となりましたので、ただ今より、第８回の久喜市健康づくり推進会議

及び久喜市食育推進会議の合同による会議を始めたいと存じます。 

はじめに、市では審議会等を開催した場合には、久喜市審議会等の会議の公

開に関する条例により、会議録を作成し公表することになっております。 

公表するにあたり、本日、出席された委員の皆様には、会議録の内容をご確

認いただきますので、よろしくお願いいたします。 

また、計画書の作成にあたり、本日の会議場面を写真撮影し、掲載させてい

ただきたいと考えておりますので、撮影の許可をいただきたいと存じます。よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、お手元の次第に基づきまして、進めさせていただきますが、ここ

で、配布資料の確認をさせていただきたいと存じます。 

まず、事前に配布させていただきました資料ですが、２点の資料でございま

す。 

・第８回久喜市健康づくり・食育推進会議 次第 

・資料１（仮称）第２次久喜市健康増進・食育推進計画（案） 

以上が、事前通知により同封いたしました資料でございます。 

次に、本日の配布資料といたしまして、 

・当日配布資料 p3の差し替え「国や県のあゆみ」の 1点でございます。 

お手元に、ございますでしょうか。 

次に、本日の会議の終了予定時刻ですが、2 時 45 分とさせていただきたい

と考えておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 

２ あいさつ 

それでは、次第の２ あいさつでございます。本日は、健康づくり推進会議

と食育推進会議の合同による会議でございますので、両会長にごあいさつをお

願いしたいところでありますが、時間の関係もございますので、代表して健康

づくり推進会議会長の小松会長よりごあいさつをいただきたいと存じます。小

松会長よろしくお願いいたします。 

 

 『小松会長あいさつ』 
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司会(真坂課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小松会長） 

 

 

 

 

事務局（真坂課長） 

 

 

ありがとうございました。 

なお、本日は、１０人の委員が都合により欠席されております。 

健康づくり推進会議 

・ 玉川 達夫 委員 

・ 峯 義夫  委員 

・ 新井 千鶴子 委員 

・ 福田 武夫 委員 

・ 澤 妙子  委員  

食育推進会議 

・ 濵田 亜砂子 委員 

・ 平塚 修子 委員 

・ 岡田 竜一 委員 

・ 高瀬 由美 委員 

・ 齋藤 勝義 委員 でございます。 

 出席者は、健康づくり推進会議、食育推進会議ともに 15名であり、定足数

に達しておりますことを報告させていただきます。 

 また、事務局側でございますが、前々回の会議で委員の皆様からご意見をい

ただきました、担当課の課長等にこの会議に出席していただくことで今後の事

業等につながりが出てくるということで、今回は健康増進部の副部長兼国民健

康保険課長と、中央保健センター所長が出席していることを報告させていただ

きます。 

それでは、次第の３ 議題に入らせていただきます。 

議事の進行につきましては、久喜市健康づくり推進会議条例及び久喜市食育

推進会議条例第７条第１項の規定によりまして、推進会議の会長が議長となる

となっておりますが、本日の会議は健康づくりと食育の合同会議となっており

ますことから、両会長と協議させていただき、本日は健康づくり推進会議の小

松会長に議長をお願いし、議事を進めていただきたいと存じます。 

小松会長、よろしくお願いいたします。 

 

３ 議題 

それでは、暫くの間、議長を務めさせていただきます。 

円滑に議事が進行いたしますよう、皆様方の特段のご協力をお願いいたしま

す。次第に戻りまして、議題の（１）（仮称）第２次久喜市健康増進・食育推

進計画（案）について、事務局から説明をお願いします。 

 

（１）「（仮称）第２次久喜市健康増進・食育推進計画（案）」について 

資料 1に基づき、計画（案）の説明をさせていただきます。 

説明の順番ですが、章ごとに区切りをつけて説明をさせていただきます。内
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容につきましては前回の会議でも一度説明させていただいているところでご

ざいますので、前回の会議でご意見をいただいたところをどのように変更した

のか、また事務局の方で気付いて直したところもございますので、そういった

ところを中心に説明をさせていただきます。それでははじめに、第 1章につい

て説明をさせていただきます。 

本文の 2 ページ 3 ページ目をご覧いただきたいと思います。本日配布資料

となっております「国や県の歩み」に差し替えさせていただきたくお願いいた

します。特に国の動きでは平成 19年 6月に「がん対策推進基本計画」の策定

などがございました。特に関連する計画については、新たに加えております。

また、社会的背景の文章等については、もう一度事務局の方でも見直したいと

思っておりまして、文章表現等、若干の変更を予定しています。内容が大きく

変わるということではございませんので、よろしくお願いします。それから県

の動きですが、国や県のあゆみの中で「すこやか彩の国２１プラン」というの

が最初に出て参ります。改定が 20年 2月としておりますが、現在、県に確認

中でございまして、事務局にお任せいただきたいと思います。 

続きまして 5 ページ「他の計画との関係」です。ここでは、前回の会議に

おいて、「久喜市スポーツ推進計画」が入っていないことについて、確認して

ほしいとの意見がございました。それから、「データヘルス計画」についても

入っておらず、仮称がついたこの 2つの計画を入れておりませんでした。その

理由としましては、この計画が 29年 4月からスタートする計画であるという

ことから、29 年 4 月から新たにスタートするこの２つの計画については 29

年 3月の時点ではまだ策定前のものという判断で入れずにおりました。ただ、

いただいた意見の内容としましては、「スポーツ推進計画の会議においても、

両方の計画の整合を図り、内容を検討しており、そのことを踏まえたら、ぜひ

関係する計画ということで、掲載することを再検討してほしい」というご意見

がございました。これについては、事務局の方でも再度検討しまして、「久喜

市スポーツ推進計画」だけでなく、国民健康保険課の方で策定中の「データヘ

ルス計画」についても、同様に掲載したことを報告させていただきます。なお、

「データヘルス計画」の正式名称は「久喜市国民健康保険保健事業実施計画」

でございます。こちらは正式名称をきちんと入れ、このデータヘルス計画は、

カッコ書きに直したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

それから 7 ページですが、この「計画の策定体制」のページに少しスペー

スを作りました。ここに写真を入れていきたいと考えておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。また、庁内の会議の説明では、庁内連絡会議と連

絡会議が、かぶって表現されておりますので、直したいと思っております。 

まず第 1章につきましては、ポイントだけ説明をさせていただきました。こ

こまでの部分で、何か皆様からご意見があれば、ご確認いただきたいと思いま

すので、議長お願いいたします 
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議長（小松会長） 

 

 

岩部委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、第 1章について説明がありましたけれども、皆様お気づきの点が

ありましたらお願いいたします。   

 

本当に細かいことですけれども、目次の 1ページ。一番上に「社会的背景」、

3ページ 4ページにもありますけれども、これはいらないのではないか。入れ

るとすれば「もくじ」ではないかと思います。4ページ目は空欄になると思い

ます。 

それから 2 ページ。（１）健康づくりの 3 行目で、（以下「がん」という）

とありますけれども、3ページの一番上、（以下・・・）の次に「、」が入って

いる。それから 4ページも。「、」が入っているところと入っていないところが

あるので、これは統一されたらどうでしょうか。 

それから、 2ページの（1）の下から 2行目「活力ある社会とするために」

とありますが、「す」は 1 行上に行くかと思います。1 つ空欄で開いています

ので。 

それから、3ページの「第 3次食育推進基本計画」というものが出てきてお

りますけれども、 4 ページ、5 ページでは、食育推進基本計画（第 3 次）と

いうことで第 3次が後ろに来ております。ですから、3ページの方は、第 3次

を後ろに持ってくるのか、反対に違うページを（ ）じゃなくて前に持ってく

るのか、統一をしてもらわないといけないのでは。もしも、第 3次を（ ）に

するのであれば、上にある第 2次も食育推進基本計画も（ ）にすべきであろ

う、というふうに思っております。 

それから、4ページの（1）で、「位置づけ」の「づけ」は平仮名ですけれど

も、漢字になっているところがある。漢字なのか、このままでよいのか、私も

分かりませんけれども、そのように思いました。 

それから、 4 ページの上から 3 つ目。県の「健康埼玉 21」のあとに「、」

が入っていないのと、そのあとの「埼玉県健康長寿計画」は「埼玉」がいらな

いのではないか。 

それから、県の「埼玉県自殺対策推進ガイドライン」と整合を図っています、

とありますが、3ページの表には出てこないので、これを入れたほうがよいの

ではないかと思います。 

それから、5 ページ「健康埼玉 21」のあとにカッコ書きで（健康長寿計画

第 2次）とありますが、3ページを見るとカッコ書きにはなっておりませんの

で、5ページの方も健康埼玉 21の隣に入れるべきではないでしょうか。 

それから、4ページの埼玉県食育推進計画（第 3次）ですけれども、3ペー

ジですと、県の欄に書いてあるために、上の埼玉県を省略してありますけれど

も、5ページの埼玉県食育（第 3次）でも埼玉県はいらないのではないかと思

います。 
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議長（小松会長） 

 

 

事務局（真坂課長） 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小松会長） 

 

事務局（真坂課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございました。表記の仕方が、同じものでも少し違うというご指

摘だと思いますが、いかがですか。 

 

細部にわたりご確認いただきましてありがとうございました。ご指摘のとお

りですので、その辺はきちんと直していきたいと思います。 

また、健康埼玉 21と、埼玉県の健康長寿計画とは別のものでして、県では、

国が言う健康日本 21と同じ考えで、健康埼玉 21を作り、その健康埼玉 21の

期間は長いので、3年ごとの健康長寿計画、それから食育推進計画を作ってい

るということで、2本立てでやっているような形です。5ページの表記につい

ては、正しい表記にきちんと直していきたいと思います。 

 

続きまして、説明をお願いいたします。 

 

それでは第 2章の方に移らせていただきたいと思います。 9～10ページを

お開きください。こちらの統計につきましては、大きな変更はございません。

グラフの説明文につきましては、再チェックし、きちんと整理をしていきたい

と考えております。 

また、グラフの表題についても「○○の推移」と入っていたり、入っていな

かったりというところもございますので、そういった点や、フォントの大きさ

など揃えていくなど、可能な範囲で直していきたいと考えております。 

次に 12 ページをお開きください。12 ページの「⑤ 平均寿命と 65 歳健康

寿命」がございます。もともと平均寿命と健康寿命としておりましたが、前回

の会議でご指摘がございまして、健康寿命の考え方は、埼玉県は独自の考え方

であって、国の健康寿命の考え方とは違うので、きちんと説明した方がよいの

では、というご意見をいただきました。それを踏まえまして、一番下に、「65

歳健康寿命」の説明を入れさせていただいています。埼玉県は、要介護 2以上

になるまでの年数ということで計算しておりますが、国は日常生活に制限のな

い期間としておりまして、要介護 2以上という具体的なものではないというこ

とでございます。国の考え方はここには載せませんが、最後の用語説明に入れ

たいと思っております。 

また、前回会議での意見の中で、国は平均寿命と健康寿命、この差を縮めよ

うというふうに言っていて、健康寿命の延伸という言葉は、ちょっとそぐわな

い部分があるのでは、というご意見をいただきました。これにつきましては、

県の考えを基に考え、65歳平均余命と 65歳健康寿命の図を入れております。

この差を縮めることは、65 歳健康寿命を延伸し、平均余命により近づくよう

にということで国の食育推進計画でも健康寿命の延伸という言葉を使ってい

ること、それから健康日本 21でも、健康寿命の延伸という言葉を使っている

ことから、健康寿命を延ばすという表現は、変わらずに使わせていただいてお
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議長（小松会長） 

 

岩部委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小松会長） 

 

ります。 

それから、16 ページをお開きください。総農家数と農家人口、それから農

産物ということで、久喜市の農業の状況のグラフを加えております。前回ここ

には、このような統計は入れておりませんでした。今回、健康づくりと食育の

両方の会議の統計ということでありますので、特に久喜市の農業の現状、そう

いったものが分かるものが抜けていたことに気がつきまして、こちらの表やグ

ラフを追加しております。 

それから、17ページをご覧ください。17ページからは「第 1次計画の評価

と考察」ということで、一番下に回答数を入れさせていただきました。本来で

すと、グラフの中にその母数となる数字、何人の回答者からの、何パーセント

なのかが分かるように「ｎ」ということで表現をしていくのですが、スペース

の都合で入りきらないものもございましたので、そこに回答数を表で入れてお

ります。ただ、80歳以上の右側に、いきなり 16歳以上、20 歳以上とまとめ

た数字が入っております。この辺も、もう少し見やすいように直したいと考え

ております。 

それから、1次計画の評価と考察の文章についても、若干見直したいと思っ

ております。内容的には大きく変わることはございませんが、分かりやすい表

現に、若干見直しながらまとめていきたいと思っております。第 2章の説明に

ついては以上です。 

 

第 2章で何かありますか。岩部委員どうぞ。 

 

11ページの人口ピラミッドですけれども、これは 0歳から 4歳ということ

で、5歳刻みで書いてあるのですけれども、なぜ 75歳以上ということで、括

ってしまったのか。0～4 歳が男女とも 2,700 人位ですから、上も 2700 人ぐ

らいになるまでは、5 歳刻みにしないと、ただそれで文章で「男女ともに 75

歳以上の人口が最も多くなっています」とこれではちょっと概要としては。た

だ 75歳以上の人だけが一番多いことを言うだけならいいですけれども。ちょ

っとこれは、もう少し段階的に作っていただければありがたいのではないかと

思います。 

それから、15ページの自殺者の推移ですけれども、「平成 23年度をピーク

に減少傾向でしたが、横ばいへと推移しています」ということですけれども、

ここもせっかく男性と女性が分けて記入してありますので、「自殺者は圧倒的

に女性よりも男性の方が多い」とか、こういうコメントも入れていただいたら

どうかと思います。 

 

いかがでしょうか。 
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事務局（真坂課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小松会長） 
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ご指摘ありがとうございます。人口ピラミッドですが、数字はございますの

で、5歳刻みが、どこまでどんな数字になるか、もう一度確認をしたいと思い

ます。コメントも直さなければいけないと事務局も気付いておりましたので、

5 歳刻みで見ると、このピラミッドの様子も違って見える可能性もございま

す。もう一度検討したいと思います。それから自殺のグラフでございます。ご

指摘のとおり、男性と女性を比較したときに、男性の方が多いということが明

らかな部分がございます。 26年度の数値が、今、この計画書を発行するまで

に、どうしても 27年度が出ないということが確認できていますので、最新の

データはなんですけれども、女性の方も若干増えているように見えるようなグ

ラフになっております。圧倒的にという言葉を使うかどうかは検討させていた

だいて、男女差があるような傾向についてはコメントに加えようと思います。 

 

ありがとうございました。続きまして、事務局から説明をお願いいたします 

 

第 3章 28ページをお開きください。 

基本理念でございます。副題の方に「～「健康づくり・食育」ともに取り組

む実践の輪を広げよう～」というように、両方の会議、健康づくりと食育、市

民と地域と行政、すべてに共に取り組もう、というようなものになっておりま

す。 

この基本理念の説明書きですが、「少し表現を見直したらどうか」というご

意見がありました。そこで、事務局の方から提案をさせていただきたいのです

が、最初の 2行「食は･･･」から、「･･･必要な条件となるものです」の 2行の

部分ですが、「健康づくりと食育は、私たちが豊かな人生を送るために必要な

条件となるものです」ということで、健康づくりと食育をずっと並列で表記し

てきましたので、ここも同じように、並列で表記したらどうかということで、

そのように変えております。どちらも豊かな人生を送るためには重要なものと

いうことで、そのような表現にしたらどうかと、今回提案させていただきたい

と思います。今までは別々の会議で進めておりましたので、今回、合同の会議

でのご意見を議長からご確認いただけたらと思います。説明は最後までさせて

いただき、後ほどお願いいたします。 

それから基本方針でございます。4つございますが、先ほど申し上げました、

健康寿命の延伸という言葉が妥当かどうかというご意見がございました。基本

方針 1「健康寿命を延伸します」ではなく「健康寿命を延ばします」という表

現に変えております。 

それから 30ページ、31ページ、こちらには計画の体系を載せております。

1番右側にございます「施策の項目」ですが、前回は、主な施策の項目だけ掲

載しておりましたが、施策の項目は、全て掲載に変更しております。また、こ

の計画書につきましては、庁内全体においても確認いただいておりまして、施
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議長（小松会長） 

 

 

 

策の項目については「推進」や「促進」という言葉が使われているか、という

確認があり、「施策の項目」についても、表現を変更しております。具体的に

はアルコールのところで、「適正飲酒の推進」というふうにしておりますが、

そこを見直しまして、「適正飲酒の啓発」、それから食育のところで「バランス

の良い食事の推進」、それから「減塩の推進」、このような表現になっていたと

ころを「バランスの良い食事の啓発」、「減塩の啓発」ということで見直してお

ります。 

言葉については、若干見直しが入っておりますが、内容が大きく変わるとい

うことではございません。 

また 32ページ「世代等の考え方」の「地域の考え方」のところで、地域で

は、隣近所・自治会・町内会などのグループをイメージしている、ということ

しか表現がなかったのですが、食育の方では、それだけではなく、飲食店や直

売所等、こういった小売店や事業所なども入ってくるようなご意見もあり、取

り組みのところに具体例が入ってきております。そういったことを踏まえまし

て、飲食店等の事業所も含むということを加えております。 

第 3章についての説明は以上です。議長には、ご確認いただきたいところを

お願いします。 

 

それでは 3章の説明がありましたけれども、特に 28ページの基本理念と基

本方針のところ「笑顔あふれる 元気なまち 久喜市」～「健康づくり・食育」

共に取り組む実践の輪を広げよう～、その下の説明文、これを先ほど事務局が

「健康づくりと食育は私たちの豊かな人生を送るために、必要な条件となるも

のです」というふうに直したらどうか、と読み上げて下さったのですが。いか

がでしょうか。よろしいですか。 

 

（うなずく様子あり） 

 

はい、よいそうです。その他にお気づきの点がございましたらお願いいたし

ます。 

 

30、31 ページの下から 3 行目、「（4）若い世代を中心とした食の推進」と

なっていますけれども、ここは「食育」ということで、「育」が入りますので、

加えていただけたらと思います。以上です。 

 

そうですね、丁寧に見ていただいてありがとうございました。 

第 3章についてご意見のある方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。 

続きまして次の説明をお願いいたします。 
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第 4 章に移ります。36 ページ、37 ページをご覧ください。「身体活動・運

動の取り組み」のところの、それぞれの世代別に応じた、それぞれができるこ

とのページでございます。前回会議の意見では「具体例が入った方がイメージ

しやすいだろう」ということで、幼少世代での家族ができることに「家族で楽

しく体を動かす機会を作ります」とありますが、イメージできるように「取り

組み例」として、縄跳び、ラジオ体操など、というのを加えております。また、

青年世代も同じく、家族が進める例として、寝る前のストレッチ体操などのご

意見が出ましたので加えました。それから、地域ができることのところで、下

から 2番目のところ、「体力づくり」という言葉がございます。これはある委

員さんから、厚生労働省では「体力づくり」、文部科学省では「体力つくり」

になることもあるというご指摘をいただきました。久喜市総合振興計画やスポ

ーツ推進計画で確認をしたところ、「づくり」ということで、濁る方を使って

いるようでした。このまま「体力づくり」と濁る方で考えております。 

また、行政ができることで、「学校での、用具が壊れたり使いにくくなった

りした部分について、ぜひ、環境を整えるということで加えていただきたい。」

というご意見をいただきましたので、行政ができることの幼少世代の 2つ目の

部分では、「環境を整えます」という 1文を加えています。 

また、「スポーツ指導者の育成はどこに入るのでしょうか。」というご指摘を

いただきましたので、スポーツ推進計画との整合を図るということで、スポー

ツ推進計画を確認したところ、やはりスポーツ指導者の育成という項目がござ

いました。このようなことから、青年世代、壮年世代、高齢世代の中ほど、上

から 3つ目に、「スポーツ推進計画を策定し、推進します（生涯学習課）」とい

うことで、担当課が中心となって取り組んでいく 1文を加えております。 

また、高齢者に対する物忘れ予防の体操なども例として入れたらどうでしょ

うか、というご意見もいただきましたので、この提案について介護福祉課にも

お伝えしましたが、いろいろな体操があるようで、介護福祉課としても進めて

いる運動などがあるということから、ここでは特別、例は取り上げないという

ことで回答をいただいております。 

41 ページをご覧ください。ご意見をいただいたところだけに絞ってきたい

と思いますが、まず、地域ができること、青年世代の一番上のところで、「お

しゃべりサロン」という言葉を使っておりました。いろんなサロンがあるので

すが、社会福祉協議会からその場でアドバイスをいただきまして、今は「趣味

の集まりやサロン」などという表現に変えております。 

また、行政ができることの、青年世代、壮年世代、高齢世代にかかるところ、

上から 3 つ目のところですけれども、「様々な悩みや困りごとに対応するた

め･･･」ということで、いろいろな相談について表現している部分ですが、（各

担当課）となっておりました。これについては、「今後、認知症の方が増える

現状がある中で、認知省の相談は具体的にどこの担当課でしょうか」という質
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問をいただきましたので、ここで全部まとめてしまうと、市民への周知効果が

低くなると思われましたので、高齢者の 2つ目のところに、認知症について相

談できる場を提供します（介護福祉課）と加え、認知症は介護福祉が担当課だ

と分かるようしております。 

それから 45ページをお開きください。こちらも、本日お休みされた委員さ

んからご指摘いただいたところですが、「たばこが与える健康への影響」の説

明文で、「低体重出生児」という表記がありますが、これは誤りで、「低出生体

重児」が正しい表記になりますので修正いたします。 

それから 42 ページ「政策の項目」で、「①禁煙に向けた取り組みの促進」

とあります。ここは、前回皆様に説明をさせていただいた時には、「成人の喫

煙率の減少」となっておりました。喫煙率の減少というのは目標であり、結果

であり、施策の項目としては表現が相応しくないので、「禁煙に向けた取り組

みの促進」に訂正しております。 

それから 45ページ「適正な飲酒量を守りましょう」ということで、具体的

なお酒の種類と量が書いてあります。これについては、「アルコール度の計算

式を入れてみては」というご意見もいただいております。「お酒の量×アルコ

ール度数÷100×0.8」という計算式になります。 

また 47ページ、先ほど「禁煙に向けた取り組みの促進」に変えたというこ

とを報告させていただきましたが、地域ができることの取り組みのところで、

今は、医療機関でも、たばこの数量によっては保険診療で禁煙指導を受けられ

るようになっております。医療機関でそういった禁煙指導が受けられるという

ことを市民に周知していく必要があると思いますので、医師会の取り組みとい

うことで「禁煙したい人に対し禁煙指導を行います」という 1文を加えさせて

いただこうと考えております。 

それから「健康寿命を延伸する食育」ということで、 48、49ページですが、

ここでは、「適切な食事の量」について、やはり具体的な表示をお願いしたい、

というご意見が出ておりました。適正な BMIの範囲に収まっていれば、食事

は適量ということで、50ページには BMIの計算式なども入れております。本

当の健康度というのは、検診の結果や家族歴など、体質など全部加味した上で、

ご自身の適正量、それからバランスの良い食事の内容を決めていくのがよいの

で、BMI だけにこだわらない表現も必要だというご意見もいただきました。

そこで、49 ページの適切な食事の量の説明のところには、3 つ目の点のとこ

ろで、「あくまでも参考値です」、「医師の指導を受けている場合は医師の指導

を優先してください」という 1文を加えております。また 50ページは、食事

の説明については、主食・主菜・副菜の説明や、食生活の指標の一例というこ

とで、いろいろな指標があることを紹介をする形での表現になっております。 

それから 53ページをお開きください。前回の会議の中で、薬剤医師会の方

でも様々な食に関する情報をお持ちだということで教えていただきましたの
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で、中ほどですが、「食に関する正しい情報を提供します（薬剤師会）」という

ことで、これを加えさせていただいております。 

また、会議の中で、具体的に体に良い油などもあるということで、そういっ

た知識も入れられるだろうか、というご意見もございましたが、実際なかなか

これだけのボリュームの中で、難しい部分もございまして、もう一度意見を発

言してくださった委員さんに確認をしたところ、お菓子の中に含まれている油

があまり良くないので、「菓子類の食べ過ぎに気をつけて」という表現が入っ

ていればよい、ということでした。幼少世代の自分ができることのところに、

「菓子類の食べ過ぎに注意します」と表現をしておりますので、よろしくお願

いします。 

それから健康づくりの方では、「よく噛んで食べることがよいということも

入れよう」という意見がありましたが、今回は「歯・口腔の健康」の分野とし

て、別の分野でしっかり表現しておりまして、55ページに「噛ミング 30運動」

のことが入っております。十分に歯や口を使う食べ方により健康増進を図ろう

ということや、噛むこと、その重要性もここで表現しておりますので、ご理解

いただけるかと思います。 

いったんここで区切らせていただいて、ご意見があればお願いいたします。 

 

それでは 第 4章の説明がありましたけれども、ここまでで何かありますか。 

 

全体について言えることだと思いますが、行政ができることの中で新規の項

目が含まれていると思います。これを表示するかしないかは別にして、事務局

の方から説明をしていただきたい。 

もうひとつは、いわゆる市役所の行政組織順に、順番として整合性がとれて

いるかどうか。これだけ多岐に渡っておりますから、場合によっては前後もあ

るかなと。そこは丁寧にチェックをする必要があるのではないかと思います。

これは学校も含めてそうです。これについて事務局の説明があればお願いいた

します。 

 

はい。では事務局からお願いします 

 

はい。2点あったかと思います。まず行政ができることの新規事業を、新た

な事業であることが分かるような表現ができますか、ということが 1点。もう

ひとつは、事業の並び順が、例えば牽制順とか、何か規則性があって並んでい

るか、というご質問だったかと思います。 

まず 1点目の新規事業が分かるようにするか、という点でございます。これ

について、前回も前田委員さんの方から、無くなった事業はありますか、とか

新たな事業はありますか、という確認がありました。今でも続けているけれど
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も、健康増進・食育推進計画で、関連が深い・浅いがあったので、見直しを図

り、事業は継続しているけれども、ここには表記されなくなった事業もあると

いう説明を前回もさせていただいたのですけれども、新規のものについては、

確かに新たな取り組みだというような表現をしてもよいかと思うところもあ

りますので、再度検討をしたいと思います。実際「新規」と目立つ表現は、難

しいかもしれないですけれども、一応、新たな取り組みはどういったところが

あるかという確認をしながら、表記をどうしていくか、再度、事務局の内部の

方で少し検討させていただきたいと思います。それが一点です。 

次に掲載順ですが、牽制順ということではなく、その取り組みの中で、重要

な取り組みだと思う順に並んでいるという傾向でまとめております。 

 

聞きたいのは、「新規の項目」それは市民にとっては、ある意味関心事なの

であって、タイムリーな手が打たれているのかだと思います。それが果たして、

いくらもないのか、かなりあるのかそういうことを聞いているのです。それ以

上は結構です。もう 1つは、いわゆる牽制順ですが、事務局の説明はよく分か

りますが、一方、担当課のスタンスからした時に、この順番が全部納得できる

順番であるのかどうかというのは事務局の裁量から見た視点と必ずしも同じ

ではないと思う。当然、自分のところが一番かわいいわけですから。それで全

体が計画を作った時に、市役所の各組織が収まるんでしょうかということを聞

いているんです。 

 

はい、お願いします。 

 

一応、こちらの内容については、全庁的にこの計画（案）を掲示板に載せ、

各担当課から意見をいただいております。この行政ができることの並びについ

て、ご意見をいただいたところは、1件もないのが現実です。それから、この

計画（案）を作る前の段階で、庁内の連絡会議、特にこの事業が上がっている

ような担当課の職員が集まってこの計画（案）の基を一緒に考えているといの

もございまして、その段階でこの順番がふさわしくないとかそういったご意見

は、今のところは、ずっと話し合いをしていく中でも無いという現状でござい

ます。ただ、前田委員さんがおっしゃる、そういったそれぞれの立場から見た

事業の取り組みという重さ、軽さもきっとあるということで、順番が大丈夫で

しょうか、というご指摘だったと思いますが、再度、各担当課には、直した部

分がございますので、そういったところは、きちんと確認をとって参りたいと

は思っております。 

 

これは親心としての意見です。 
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はい、ありがとうございました。では、鈴木委員さん。 

 

53ページ「行政ができること」の一番下の方に、「関係各課」ということで

※があります。これは大変結構なことではないかと思います。もう 1つは、元

に戻って恐縮ですけれども、41 ページに同じように「行政ができること」と

いう欄がありまして、その真ん中のところに「各担当課」というのが 2つあり

ます。これは関係各課とこの各担当課これの差異というのはあるんでしょう

か。もし、差がなければ、どちらかにまとめられた方がよいのではないかと。

ただ、41ページの方は、これから全体の細かい各課を書くのは大変なので、 53

ページに含むとかでも構わないと思いますけれども、その辺だけ教えていただ

ければと思います。 

 

ではお願いいたします。 

 

ありがとうございます。41 ページの「各担当課」は相談の担当課となりま

して、53 ページに出て来る「関係各課」とは違う課が入ってくるということ

もございます。鈴木委員からのご指摘のように、 41ページは 41ページで、

各担当課、各関係課というのはどこなのか、きちんと表記していきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

はい、ありがとうございました。 

他ありますか。はい、岩部委員さん。 

 

36 ページ、16 歳～39 歳の「自分ができること」、（特に、歩くことを心が

けます）ということで、（ ）の前に「。」が付いていますけれども、他のとこ

ろでは、64ページなど、（ ）の前には「。」が無く、最後のところに「。」が

来ているということなので、どちらかといえば、最後に「。」が来るのかなと

思いますけれども。ここはあえて（ ）を外して、「特に、歩くことを心がけ

ます」と言った方が、文章的にもよいのではないか。下の 40～ 64 歳のとこ

ろも同じです。後で見ていただければと思います。 

それから 41 ページの「地域ができること」の 2 行目。「地域で交流の機会

をつくり、日頃からのあいさつや声かけ･･･」と、「声かけ」がありますけれど

も、「声かけ」というのが、「かけ」という字が、漢字を使ったり、ひらがなを

使ったりしているところがありますので、ここを統一、漢字にするのなら漢字

にする。平仮名にするのなら平仮名に統一を（76、77、84、85 ページ）。77

ページで漢字を使っています 

それから 45ページ。「たばこ・アルコール」が 42ページから出ていますけ

れども、図だとかも、初めはたばこが先に来て、アルコールが次に来ている。
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ところが 45ページでは、たばこが下でアルコールが上の方に来ているので、

上下取り換えた方がよい。 

それから 48ページ。一番上「2 健康寿命を延伸する食育」ということで止

まっているんですけれども、これは「食育の推進」ということでなっていると

思いますので、「食育の推進」というのを入れた方がいいと思います。 

それから 48ページの真ん中、最後の方に、「薄味に慣れることも大切だ･･･」

ということでうたっていますけれども、52ページとか 53ページでは、平仮名

を使ったり漢字を使ったりしているので、どちらかに統一をしていただければ

と思います。 

それから 52ページの一番上「栄養・食生活、食の安全」ということでうた

っていますけれども、ページでは安心というのも入っていますので、「・安心」

というものが入るのだろうと思います。 

それから 53 ページ、「および」というところが、漢字を使ったり平仮名を

使ったりしています。行政ができることのところで「学務課および指導課〔小・

中学校〕」というふうになっていますけれども、このように〔 〕になってい

る時だけが「、」ではなく「および」になっているのか。他のところは、ほと

んど点で区切られていますけれども、「および」となっていますので。他では、

ほとんど漢字を使っていますので、漢字を使っていただければと思います。以

上です。 

 

はい。表記の件については見直しして統一した方がよいですね。 

では続いて説明をお願いいたします。 

 

では 58ページからの「3 生活習慣病の発症予防と重症化予防」から説明を

させていただきたいと思います。このページは、がん検診の取り組みが中心に

なっておりますが、59 ページの指標について、今、若干説明をしておきたい

と思います。まず現状値で、それぞれがん検診の受診率が示されておりますが、

この受診率につきましては、基本対象者数がはっきりしないところがございま

して、本来、社会保険（会社等）でがん検診を受けた方は、市の検診は対象外

になります。そうしますと、受診率を計算する際、対象者数、本来でしたら、

会社で受けている方などは除きたいところなんですが、会社で、職場でがん検

診を受けている人の数まで、市は把握できないのが現状です。その中では、ど

うしても受診率が低い数字になってしまう、という現状があります。今、目標

値としている「全てのがん検診 50 %」は、国や県が示している目標値ですけ

れども、市では、国や県と一致していない、一致できないところでございまし

て、このがん検診の目標値につきましては、もう一度再検討したいと思ってお

ります。それぞれのがん検診ごとに目標値を設定するのか、それともまたまと

めてなのか、国や県と同じにしていくか、もう一度考えたいと思っておりまし
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て、これも事務局に一任していただけたらと思っております。 

それから 62、63ページでは COPD、CKDなど、英文字の表現が多くなり

ますので、極力、その後に漢字での表記を加えたという変更をしております。

また、 63ページの指標が現在 2つ入っております。課題の中では、「特定健

康診査の受診率」と「特定保健指導実施率」、そのいずれも率を上げていくこ

とが必要だということを課題に述べておりますので、それと併せて、指標の方

も、「特定健康診査受診率」の次に「特定保健指導実施率」、これは国民健康保

険被保険者だけになりますが、その数値の方も現状値 11.1%、それから目標

値を 60 %に、これは法定報告値で見ていきたいと思っていますけれども、こ

れを加えたいと思っております。この「心疾患・脳血管疾患・COPD・糖尿病・

CKD」の分野では、指標が 3つになります。 

それから、健康管理のためにも「とねっと」が活用できるというお知らせを

今回加えました。64、65 ページの「それぞれができること」のところに「と

ねっと」の活用を加えましたが、まだ、登録・参加についての表記がうまく入

っていないので、その辺も修正していきたいと思っておりますのでよろしくお

願いいたします。 

それから 66ページ「分野別の食育の推進」です。 

「食文化の伝承」の現状・課題の 4つ目です。指導者がなかなか見つからな

い現状があるような表記になっておりましたが、それはちょっと言い過ぎとの

ご指摘をいただきまして、指導者が働いていたり、伝える方法が課題というこ

とを教えていただきましたので、表現を変えております。会議の場では、ビデ

オ録画やパンフレットの作成など、そういった具体的なご提案をいただいたの

ですが、 今回そこまでは現状・課題の中には含めずに、今後検討する方向で

考えております。 

それから、67 ページの久喜市で受け継がれている伝統料理、郷土料理の一

例というのを書き加えております。これについては、中身を少し整理させてい

ただきたいと考えております。 

70ページをご覧ください。「地産地消の推進」でございます。ここの地産地

消の推進では、施策の項目は「食の体験や農業体験の提供」としていました。

「食の体験」については、口頭で「地元の野菜を使って料理をする過程や企業、

飲食店が地元の野菜を使用する、そういったものを一緒に調理したり、見たり、

そういう体験も含んで『食の体験』を入れています」という説明をさせていた

だいたのですが、やはり文章で見た時に分かりにくいと事務局で判断させてい

ただきまして、農業体験等ということで、等の中にいろいろなことが含まれる

というように表現を変えて「農業体験等の提供」と変えております。また、前

回会議の中で「学校ファーム」のことも教えていただいて、現状・課題の中で

も、下から 2つ目のまとめの中では、最後に「小・中学校においては、学校フ

ァームを活用した取り組みを実施しています」このような言葉を加えました。
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71ページの一番下のいろいろな説明の中でも、「学校ファームとは」というこ

とで、説明書きを加えております。 

次の 72、73ページのところで、特に 73ページの「幼少世代」、「地域がで

きること」で、学校ファームの継続には「地域の協力もぜひ重要だ」というご

意見をいただきまして、農協や農業者のご協力をいただけるのではということ

で、新たに 2つ目の「学校ファームなどの取り組みに協力します」といった言

葉も加えております。 

74 ページ「環境を意識した食の循環」では、2 つ目の文章のところで、有

機栽培という言葉を使っておりましたが、それは実際やっていなくて、県で推

奨しているのは、減農薬、減化学肥料などの「特別栽培」だという意見から、

修正をしており、また、フードマイレージについてもご意見いただき、75 ペ

ージに加えたところです。 

76、77 ページは、「環境を意識した食の循環の取り組み」のところで、「自

分ができること」の中には、「生ごみのたい肥化やマイボトル、マイ箸、マイ

バッグなどを使います」ということが書いてありますが、実際、行政の方でも

久喜宮代衛生組合等でそういった啓発も行っております。地域でも、モデル地

域ということで、たい肥化の協力をしているような地域もございますので、加

えていきたいと思っております。 

78 ページ「若い世代を中心とした食育の推進」では、若い世代の定義がま

だ少しはっきりしないところがあるとの意見をいただきました。一番最初に

「20～30代を中心とする若い世代は･･･」とございますが、実際、指標は、小

学校 6 年生、中学生 3 年生も入れておりますので、恐らくこの若い世代のイ

メージは、幼少世代、青年世代を含む全ての若い世代というようなところにな

るかと思っております。この辺の若い世代の定義をもう少し明確にして、どこ

かに表記を入れていきたいと考えているところです。 

前回の会議の中で、今後は、インターネットやスマートホンなど、そういっ

たものを活用しての啓発がすごく重要になってくるだろうというご意見をい

ただいております。若い世代を中心とした取り組みのところで、81ページ「地

域ができること」、「行政ができること」のところに、「インターネットや SN S、

マスコミなどを活用し･･･」というような表現を入れておりますので、ご理解

をいただけたらと思います。 

それから 82ページ「健康づくり・食育推進を支える環境の整備」では、健

康マイレージ制度は「良い」というご意見をいただいたところです。また、「説

明はもう少し詳しくされると良い」というご意見をいただきまして、82 ペー

ジの下の所は、埼玉県の方で行う制度でございまして、まだ、なかなか詳しく

は書けません。皆さんが思っているところまで、表現がまだできていないかも

知れませんが、県の方で行う事業と、それから今後久喜市としても、方向性と

して考えていく部分ということで、現段階ではこのくらいの説明にとどめさせ
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ていただいたということで報告させていただきます。 

ページをめくっていただきまして 84、85ページでは、主にアンケートの結

果から運動するときに特に必要だと思うことは「仲間の支えがあって」という

こと、それが環境づくりの 1つということで、特にこの内容が運動を行う点で

の主な取り組みになっていると思います。身体活動・運動のところで出てきた、

指導者の養成・育成みたいなものも、ここに「行政ができること」の上から 4

つ目のところに「スポーツレクリエーション活動を通じた･･･」ということで

スポーツ推進委員の資質向上に努めますというような内容も入っております。

その点では、環境整備の中のひとつに、指導者の内容が入っているというふう

に受け止めていただけたらと思います。特に「行政ができること」は、【再掲】

が多くなっておりますが、先ほど、前田委員さんからも順番のご指摘がありま

した。【再掲】よりも再掲でない部分を上にまとめて表現したいと思っている

ところです。 

それから 86、87ページの「多様な暮らしに応じた環境整備、活動の場と環

境整備」です。体系図のところでは申し上げませんでしたが、「多様な暮らし

に応じた環境整備・活動の場と環境整備」、この文章が少し読んだだけでは分

かりにくい表現になっているという考えが、事務局にもございます。「活動の

場と環境整備」につきましては、大きく環境整備の中に含まれるだろうという

ことで、できれば事務局としましては、「・」以降の「活動の場と環境整備」

を取って、「多様な暮らしに応じた環境整備」でとどめて、この（２）につい

ては変えたいと思っております。ここが変われば、体系図の方も全て変わって

いくというふうになっていきますが、よろしくお願いいたします。 

また、指標のところでは、今日、お休みの方からご意見をただいておりまし

て、ここでの指標が少し弱いのではないかというご意見をいただいたところで

す。個々の共食のことだけではなく、前の健康増進計画の「地域活動をしてい

る市民の割合を増やす」そういったものも加えたらどうか、というご意見をい

ただきましたが、この「（２）多様な暮らしに応じた環境整備」は、「（１）実

践化への方策と推進の取り組み」については、運動に関する取り組みが多くな

っており、（２）では、「共食」という考え方で、食についての内容がまとめら

れている状況であり、指標は、このままでいかせていただこうかと考えている

ところです。しかしながら、ボランティア等の様々な場面で市民の皆様が参加

をしてくださるということは、多様な暮らしに応じた環境整備に合う内容だと

思いますので、88、89ページにいろいろな取り組みが出てきますが、「自分が

できること」や「家族ができること」の中に、「様々な行事や趣味、ボランテ

ィア活動等に参加するように努めます」、「食にこだわらず様々な行事や趣味、

ボランティア活動等に参加するように努める」という内容を加えることで、こ

この内容の幅が広がると思いますので、そのように対応したいと考えておりま

す。長くなりましたが第 4章後半の部分の説明は以上です。 
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時間も迫ってきているようですけれども、第 4章後半の説明をしていただき

ました。前回いただいた資料に、ご意見をいただいたことを、また新たに付け

加えていただいておりますので、分量的にも増えてきていると思いますが、何

かありますか。 

新井委員さんお願いします。 

 

医師の立場から言わせていただきますが、 62ページ、■の 4つ目「糖尿病

が自分でコントロールが可能である疾患にもかかわらず･･･」ということで、

糖尿病の発症と自己管理のことが書かれていると思いますけれども、自己管理

（運動や食事）があまり良くない方で糖尿病が発病してくるわけですが、家族

の遺伝的な要素が大きいとか、あるいは、糖尿病と言いますと 1 型あるいは

緩徐進行型 1型も含まれますが、これは免疫の病気ですので、生活習慣病とは

全く別のものも含まれてしまいます。自分でコントロール可能と言い切ってし

まうと問題が生じるように思いますので、「自分でコントロール可能な疾患で

あるにもかかわらず」というのをカットするのがよいのではないかという感じ

がしますのでご検討いただければと思います。 

 

はい。これはまた検討していただきたいと思います。他にありますか。 

はい、岩部委員さんどうぞ。 

 

60ページ「がんの取り組み」のところで、「規則正しい生活習慣」をカッコ

書きで（食事、運動、休養）を心がけ、健康管理に努めますということですけ

れども、ここでなぜ食事と運動と休養なのか。一番大事なところは、たばこ、

アルコールではないかと思うので、運動と休養を省いてでも、たばこ、アルコ

ールを入れるべきではなかろうかと思いました。 

それから 67、68ページ、一番上に平仮名で「子どもたち」と書いてあるの

ですけれども、65 ページの「地域ができること」で「子ども達」の「達」が

漢字になっていますけれども、この「達」は平仮名が正しいと思いますので、

この辺の「達」を統一していただければと思います。 

それから 69 ページの「行政ができること」の真ん中のところで、「予定献

立表･･･」のところですが、最後の行で「伝統的なの食文化を伝え･･･」とあり

ますが「の」がいらないのではないかと思いました。 

それから 80ページの「家族ができること」で、ごはんを「作ります」とい

うのが、平仮名を使ったり、漢字を使ったりしていますので、この辺のところ

を注意していただけたらと思います。以上です。 

 

表記につきましては、久喜市のいろいろな計画と統一して見直しをしていた

だくということでよろしいですね。 
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はい、そうさせていただきます。 

 

他にございますか。無いようでしたら、続いて説明を願いいたします。 

 

最後の第 5章 92ページからの「推進について」です。 

最初に、「（1）会議を中心とする推進体制」とございます。ここの部分につ

きましては、この「会議」を、「審議会」と直したいと思っております。 

それから、「（3）月間・週間等を活用した啓発活動の確立」のところも、「月

間・週間等様々な機会を活用した啓発活動の確立」と修正したいと思っており

ます。月間・週間等を活用して、啓発活動を行ってまいりますが、従来からの

啓発方法も含め、そういったターゲットを絞り、週間・月間に合わせ、効果的

な方法を検討しながら進めていくという表現に、少し修正を考えているところ

です。 

ここでは修正内容の報告ではなく、前回の会議の中で、「計画書と概要版の

配布計画部数について教えてください」というご意見がありました。これから

パブリック・コメントの終了後、この計画書の印刷、それから概要版の方も、

どんな内容にしていくかということも検討し作成してまいりますが、まず計画

書の作成予定は、1500 部程度を考えております。配布先は、庁内全体がこの

計画を把握するということでは、庁内各所属に向けての配布と他の行政機関と

いうことでは、県や保健所、近隣市町にもお知らせをしながら、あとは、関連

団体ということで、前回の計画もそうだったんですけれども、小・中学校、そ

れから PTA、幼稚園、保育園等、検討したいと思っております。また、その

他ということで、地域の団体の皆様にも、どれくらい配布できるかということ

では、推進会議の委員の皆様はもちろん、あとは市議会議員さんに対して配付

を予定していますが、冊数と配布計画の中で様子を見ながら、できれば前回も

そうだったのですが、出前講座をお願いしていただいたところには、教本とし

てお渡ししながら、健康増進・食育推進計画のお話しをしていくという方法を

とることも考えております。 

また、概要版ということで、現在、見開き（観音開きの）8ページほどのリ

ーフレットを、そのボリュームも、今回多めでないと間に合わないかなと思う

ところもありまして、部数としましては 8000部ほどを予定しております。こ

ちらについては、薄目のものですし、作成予定も多いものですから、できる限

り多くの団体等に啓発していくのは、概要版を使いながら啓発を進めるようと

思っております。計画書と概要版の使い分けといますか、用途に合わせて市民

の方にも周知していきたいと思っております。市のホームページにもこの計画

書の内容、概要版の内容を掲載してまいりますので、必要な時に、必要なペー

ジをご自宅で打ち出せることができるようにと思っておりますが、そのような

形で周知していきたいと思っております。 
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それから 94 ページのところで、 PDCA サイクルによる進行管理を入れて

おりますが、これについては、今までも PDCA サイクルのイメージがわかる

ように、図を入れたりしておりました。今回はスペースもありますので、図を

入れていこうかと考えております。 

最後になりますが、写真を挿入するということで、基本理念のところに 4

枚ほどスペースを入れたところです。今、写真等を探しておりますが、健康づ

くり食育推進啓発ポスターを健康・食育まつりを開催した際に、募集をかけ、

たくさんの応募をいただき、金賞・銀賞・佳作などを選んだ、啓発のための作

品がございます。実際、この計画書は、白黒の 2色刷りですので、ポスターに

ついて、やはり白黒になり、コピーと同じような状況で、見栄え的には少し残

念なところもあるのですけれども、それでも濃淡がはっきりしている作品は、

非常に内容が伝わってくるものもございますので、内容と一致すると思うもの

を選んで、この計画書に啓発ポスターを掲載していこうと考えております。ど

の作品を使うかについては、事務局の方に一任にいただければと思っておりま

す。説明は以上です。 

 

第 5章の説明をしていただきました、何かご質問はりますか。はい、前田委

員さん。 

 

計画の実効性を今後担保するという視点から、5章は大変重要な章であると

思います。そういう観点から、ちょっとした表現を含めて、１つ 2つお尋ねを

します。まず 92ページ、推進について。推進については、あっさりし過ぎて

いるので、「計画の効果的な推進について」くらいにしたらどうかということ

と、 

それと、現在の会議を 1つにして、新たな推進会議を設置するということに

なるわけですが、条例提案はいつごろでしょうか。分かれば教えていただきた

い。 

それと、年間予定表をここに載せるということは意味があることだと思いま

す。ついては、ここに広報媒体を入れられたらと。広報媒体というのは、広報

紙とホームページということなのかどうか。 

それと、5年間やってきた健康・食育まつりの位置付けが見えない。これも

これからなのか、どうなのか。説明をお願いします。 

それと、最後、以上を踏まえまして、ポイントは市役所の広報課、つまりシ

ティプロモーション課と、この年間予定について、綿密な協議が当然必要にな

ってくる。これが事務的に厄介な話ではあります。広報課の方の考えもあるわ

けですから、その辺の見通しはどうでしょうか。その都度、その場対応では当

然限界があると考えます。 
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はいありがとうございました。 

今、前田委員さんから広報の工夫について、前回も結構細かくやってくださ

いということで、お願いがあったかと思います。それでは、分かる範囲でお願

いします。 

 

では 1つずつお答えしたいと思います。まず広報媒体を載せられないかとい

うことがあったかと思います。それぞれのテーマに合わせてどういう方法で周

知していくか、これについては、庁内の会議を含めまして、担当課と相談をし

ながらやっていきたいと思っております。これについては広報紙を使い、これ

については市のホームページを使い、というあらかじめの掲載は、現段階では

難しいと考えております。 

それから、まず 4 点あったうちの 1 点目、会議条例の上程はいつごろにな

るのかというご質問でございます。これにつきましては、この後の議会という

のは、いちばん早くて 2月議会であり、2月議会への上程を検討しているとい

うことでご理解いただければと思います。 

それから 2つ目の広報媒体は、ということでは、先ほど申し上げましたとお

り、何を使うかについては、担当課と協議をしながら進めていきたいので、こ

こに掲載するのは難しいというのが 2つ目です。 

それから、3つ目の健康・食育まつりの位置付けということであったかと思

います。健康・食育まつりについては、前回、反省会を 12月に行いました。

その際にも、健康・食育まつりの 5年間の経過から、今までの課題を踏まえ、

より効果的な方法にするには、どうしたらよいか、反省を基に見直しをしてい

きましょうということであったかと思います。健康・食育まつりの立ち上げは、

初めて計画を作成し、多くの市民の皆様に知っていただきたいという思いで、

できるだけ目立ち、たくさんの方に来ていただけるようなイベントというのを

企画してきたという経緯がございましたが、5年間継続し、若干、方向性とし

ましては、少ない人数であっても、その中身をしっかり受け止めていただき、

地域に広げていただけるような学びの場としての役割も少し見出せたらとい

うふうな意見があったかと思います。そのようなことも踏まえまして、従来の

啓発方法についても見直しをしながら進めていくということでは、この表の中

に名称も含めまして表現していくことは、検討中でございます。ただし、月間・

週間等を活用した啓発活動の確立の中で、従来やってきた内容も見直しをしな

がら、大事なものは続けるということで、少しそういった表現は工夫していき

たいというふうに考えておりますので、ご了承いただければと思います。 

また 4点目の シティプロモーション課との協議でございますが、シティプ

ロモーション課は、大体 2月頃だったかと思いますが、全庁に来年度の広報に

ついて、半年ぐらいのサイクルで、どの時期にどのような特集を組みたいか調

査をする機会がございます。既にシティプロモーション課には確認済みでし



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小松会長） 

 

笠巻委員 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小松会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局（真坂課長） 

 

 

 

 

 

 

 

議長（小松会長） 

 

 

 

て、その機会にこちらの健康づくり、食育に関する広報を使った啓発を、どん

な時期に、どんなものをやっていきたいか計画的にお願いしていきます。あと

は全庁の中でのバランスもありますので、こちらはまず要望を出し、協議を行

い、実際内容をどのくらい掲載できるようになるかというのは、全庁の要望内

容を見てからの決定事項になるかと思います。ただ、そのような段取りで協議

を進める考えでおりますので、よろしくお願いします。 

 

他にありますか。はい、笠巻委員さん。 

 

先ほどの内容とはまた違うのですけれども、 28ページで写真を使うという

ことで、事務局の方で任意で選んでということで、せっかく 4枚も使うのであ

れば、幼児の部と小学生低学年の部、高学年の部、中学生の部があるので、1

つずつ選んで掲載したらどうかと思います。また作品の生徒さんの保護者の方

の許可が得られれば、せっかくなので、どこかに作成者の名前を載せた方が、

作成者も喜んでくれるのかと思いますので、少し考えていただければと思いま

す。 

 

はい、ありがとうございました。他にありますか。 

前の会議の時もそうですけれども、推進体制、計画の実施、推進をしていく

ことは大切だということで、今、前田委員さんから出ました。来年、健康・食

育まつりという言葉は使わないかもしれないけれども、日にち的なものは確保

しているわけですよね。そうすると、いつにはっきりするか分からないけれど

も、ここに何か言葉を考えて、やはり年間の計画予定表でしたら、入れること

をされた方がいいのではないか。抜けていくと、ずっとそれで通ってしまいま

すよね。 

 

ここの年間予定表についてですが、ここは毎年度変わらず、国や県が啓発の

時期を決めている例として挙げております。94 ページの表現が少し不足して

いるかもしれないですが、「毎年度の評価」のところの 1行目の後ろの方です

が、「啓発テーマに基づく事業を計画し」とあり、これは、その年度、翌年、

翌々年ぐらいまで、この時期にこれをやろう、健康づくり・食育啓発の大きな

イベントをこの時期にやろうというのは、毎年度の評価を踏まえて計画すると

考えています。 

 

そしたら、この 93ページの健康づくり・食育啓発年間予定表というのは、

これは国や県が考えている、予定されていることだったら、それが分かるよう

に、市はこれに準じて毎年別途計画するとか、何か表記をされたほうが良いの

ではないでしょうか。 
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はい、ありがとうございます。 

 

他にございますか。羽柴委員さん。 

 

今、健康・食育まつりの話しが出てきましたが、健康・食育まつりに、2度

お越しいただきました田部井淳子先生が亡くなられて、一番大変な時期に久喜

で公演してくださった実績が残ったということが、このイベントの素晴らしい

ところだったんじゃないかなというふうに思います。田部井先生の最後の放送

を見させてもらったりしたんですけれども、高校生を集めて富士山登山をされ

たり、もう、よろよろになられて、それでも山に登っていらっしゃる姿を見た

時に、久喜市にお呼びできたことが素晴らしいことだったなというふうに改め

て思いました。そういう機会になるようなイベントを考えていただければと思

います。 

 

ありがとうございました。それでは、時間もだいぶ超過してしまいましたの

で、皆さんからご意見ございましたら事務局に直接お願いいたします。それで

は、これで終わりたいと思います。 

 

それではご質問がないようですので野原会長に最後まとめをお願いいたし

ます。 

 

私も発言しようかなと思っていたんですけれども、1つは 1500部という根

拠がどういうことなのか。たった 1500部というような率直な気持ちもします

し、ホームページのことを聞いたら、本文をホームページに全部載せて、概要

版はその次ぐらいな位置付けにして、載せていただけたらと思います。それと、

できれば全戸に配布するくらいの価値があるのではないかと私は自負してお

りますし、ぜひそういう努力をしていただければ、皆さんのご努力も本当に報

われるのかなというふうに思っております。 

久喜市に住んで良かったとか、やっぱり自分自身、健康でそういうふうにな

るわけですから、何はさておき一番大事なことだと私は思っております。そし

て皆さんのおかげで、先ほど、羽柴さんからもお話しいただいたように、いろ

んな方とご縁ができた。私も本当に田部井先生に久喜に来ていただいてよかっ

たと思っておりましたし、高校生のボランティア活動を私もできればやってみ

たいなとか、他の面でそんな気もしました。 

そして何よりもまた、健康食育まつりで、ラジオ体操なども、ああしてやっ

てみますと、ほんのわずかな時間ですけれども、その後がとっても爽快になり

ます。私もやっています。ですから、やっぱり目標とするところ、小さい目標
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でも、ラジオ体操普及してみようとか、そういうのでいいような気がします。

実践としてそういう姿勢をうまく取り組んでもらえれば良い、というのが率直

な意見です。 

それと、これはこれで大変いいと思いますけれども、一例を見ますと、私も

勉強不足で申し訳なかったと思うのですが、「プラス１０の推進」というのが、

全く私も分かっていない。理解していません。この辺について、どういうこと

なのか、もう少し説明をしていただけると私にも理解できるのかなと思ってお

ります。それと今回のまとめの中で一番は「笑顔あふれる 元気なまち 久喜市」

これが全部を文字に現すと、笑顔あふれるという事だと思う。ですから概要版

でもいいと思うのですが、表紙のところに少しお金をかけてもいいですから、

表紙だけ見れば分かるような笑顔あふれる、そういうような文字よりも視覚に

訴えるといいますか、漫画とかいろんなコマーシャルに使われているように有

効な手段だと思う。ですからその辺の工夫をもう少ししていただきたい。特に、

細かいことですが 66ページ、小さい写真ですが、そば打ちの写真があります

けれども、これだけでずいぶんインパクトがある。それと 71ページに小さい

ですけれども。視覚に訴えるというのは大事なものですから、どうかひとつ、

写真やイラストを入れていただくと、これがすごく良くなるのではないかと。 

そのようなことで、委員の先生方には本当にいろんなご意見を出していただ

きましたが、十分な意を酌むこともできないところもありましょうけれども、

とりあえず、この推進計画については設計図のようなものだと私は思っており

ますので、これを更に基として、いろいろな行事や事業が見事に立ち上がって

いくようにするのがこの計画に携わった我々の役目かなというふうに思って

おります。どうぞひとつ、先生方これからもいろいろと、ご意見やら実施に向

けてご意見をいただければ、と思っております。どうもありがとうございまし

た。 

 

質問は答えていただかなくてよろしいですか。 

 

本当に長時間にわたり、貴重なご意見ありがとうございました。先ほど最後

に野原会長の方から視覚に訴える写真・イラストを用いた、身近で手にとって

まず中身を見てみる、そして実践につなげられるような、そんな計画にしてほ

しいということで受け止めさせていただきました。全戸配布うんぬんの話もあ

りましたが、印刷するには費用もかかるものですから、これは担当課の方では

相談等もしなければなりませんので、できるかどうかは申し上げられないです

けれども、できる限り皆様に作っていただいた計画が市民の方に周知され、そ

して本当に実践していただいて、より健康な街づくりができるように、そして

食育が推進できるように、推進してまいりたいと思います。 

また、用語の説明の話しもありました。今回、国の行っている運動等を取り
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込んでいるものもありますから、確かに分かりにくいと言うのもありますの

で、用語の説明等をきちんと最後の巻末に入れるとともに、そのページに分か

りやすく入れていく。そして効果的なイラストなどを入れて、親しみやすい冊

子作りを行ってまいりたいと考えております。昨年度から意識調査の内容か

ら、そして結果を踏まえて 1 年間にわたり皆様に計画を作っていただきまし

て、ようやくここまで来たところです。今日もたくさんのご意見をいただきま

した。まだ、パブリック・コメントをとるまでに、もう少し時間がございます

ので、もう 1回精査をさせていただきまして、そして、広く市民の皆様にご意

見をいただいてまいりたいというふうに思っております。最終的なものはまた

内容が少し変わろうかと思いますが、今日、明日ぐらいまで皆さんのご意見を

受け付けることはできるかと思っておりますので、今日ご発言のなかった方

は、ぜひご意見をいただきたいと思います。2年間にわたり、この冊子、第 2

次計画の策定にあたりましては野原会長、小松会長をはじめ、皆様には大変お

世話になりました。ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。それでは部長さんからの話しがありましたよう

に、（仮称）第 2次久喜市健康増進・食育推進計画（案）は、 1月 18日から

予定しているパブリック・コメント、これは市民から意見をいただくところに

出すことになっております。どのように意見がいただけるかは分かりませんけ

れども、委員の皆様にはご協力をいただきありがとうございました。それでは

議長の任を解かせていただきます。 

 

すいません。事務局の方で 1つ確認をお願いしたいものがありまして、ただ

今、皆様には、（仮称）第 2次久喜市健康増進・食育推進計画（案）というこ

とで資料を配布させていただいております。パブコメをかける際に、名称です

けれども、（仮称）をとって第 2次久喜市健康増進・食育推進計画（案）とい

うことで、パブリック・コメントの方に出させていただきたいと思いますが、

その点についてはよろしいでしょうか。 

皆さんうなずいてくださっているようですので、そのようにさせていただき

たいと思います。ありがとうございます。 

それでは、４その他でございます。 

 

４ その他 

事務局からご連絡を申し上げます。本日会議でいただきましたご意見を基に

最終確認、最終チェックを行いまして、文章の表現等につきましては正しく分

かりやすい表現に改める部分があるという事でご理解いただきたいと思いま

す。内容については事務局一任という事でお願いできればと思います。それか

らパブリック・コメントでございますが、1 月 18 日から 2 月 16 日までの期
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間でございます。先ほど部長の方からもお話がありましたが、本日会議で発言

できなかった内容がございましたら明日までに事務局の方へご連絡いただけ

れば、反映するか検討していきたいと思います。 

それから次回の会議でございます。平成 29 年 3月 1日（水）、場所は広域

文化展示室の予定でございます。会場準備の都合がございまして、時間がいつ

ものように始められないので、午後 1時 30分から開始の予定でよろしくお願

いいたします。次回も健康づくり推進会議と食育推進会議の合同の会議を予定

しておりますのでよろしくお願いいたします。 

この事務連絡につきまして、ご質問はございますか。ご質問等がないようで

したら、次第の５「閉会」に移りたいと思います。 

 

５ 閉会 

それでは以上をもちまして、第８回久喜市健康づくり推進会議及び久喜市食

育推進会議の合同会議を終了とさせていただきます。 

皆様、大変お疲れ様でした。本日はありがとうございました。 

今後とも、よろしくお願いいたします。 

 

会議のてん末・概要に 

相違ないことを証明するためにここに署名する。 

  

平成２９年２月１０日        

 

              久喜市健康づくり推進会議  会長 小松 智子     

 

              久喜市食育推進会議     会長 野原 宏     

 

 

 


